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訪問介護サービス重要事項説明書  

 

  お客様（お客様の家族）が利用しようと考えておられる訪問介護サービス

について、契約を締結する前に知っていただきたい内容を説明します。  

 

１  当事業所の法人概要について  

法人格・名  称 社会福祉法人小野市社会福祉協議会  

所 在 地 小野市王子町８０１番地  

連 絡 先 
ＴＥＬ  ０７９４ -６３－２５７５  

ＦＡＸ  ０７９４ -６３－５１９１  

代 表 者 会  長  萩  原  絹  夫  

設 立 年 月 日 昭和３０年５月１日設立  

事 業 内 容 

居宅介護支援、訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業、

訪問看護、介護予防訪問看護、障害者の日常生活 及び社会生

活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に よ る 指 定 特 定 相 談 支

援・指定障害児相談支援および居宅介護等サービス、小野市

からの地域包括支援センター事業の受託、在宅保健福祉サー

ビスの調査・研究、普及啓発、介護技術研修、給食サービス

事業、移送サービス事業  他  

 

２  お客様に訪問介護サービスを提供する事業所について   

事 業 所 名 社会福祉法人小野市社会福祉協議会ヘルパーステーション  

所 在 地 小野市王子町８０１番地  

連 絡 先 
ＴＥＬ  ０７９４ -６４－２８６０  

ＦＡＸ  ０７９４ -６２－００３２  

管 理 者 氏 名 所長  三  俣  理  恵  子  

営 業 日 ・ 時 間 

月曜日から金曜日  

（祝日、１２月２９日から１月３日は除く）  

午前８時４５分から午後５時１５分まで  

サービス提供日時 年間を通して毎日  午前７時から午後１０時まで  

事業所指定番号 ２８７１９００６３１  

事 業 開 始 時 期 平成２４年４月１日  

通 常 の 事 業 の 

実 施 地 域 
小野市内  
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事業の目的・方針 

（事業の目的）指定訪問介護の事業（以下 ｢事業 ｣という。）

の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関

する事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員

研修の修了者（以下 ｢訪問介護員等 ｣という。）が、要介護

状態または要支援状態にある者に対し、適正な指定訪問

介護サービスを提供することを目的とします。  

（運営の方針）要介護者等の心身の特性を踏まえて、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわた

る援助を行います。  

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・

医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサ

ービスの提供に努めます。  

 

３  当事業所が提供するサービスにおける相談窓口について  

当事業所が提供するサービスについて相談や苦情などがございましたら、

つぎの窓口まで遠慮なくお申し出ください。  

社会福祉法人  

小野市社会福祉協議会  

ヘルパーステーション  

所長  三俣  理恵子  

小野市王子町８０１番地  

TEL ０７９４－６４－２８６０  

FAX ０７９４－６２－００３２  

午前８時４５分より午後５時１５分まで  

月曜日から金曜日  

（祝日、１２月２９日から１月３日は除く）  

 

４  担当者の変更について  

サービスを提供する担当者（ホームヘルパー、その他介護職員等）の変更

を希望される場合は、相談窓口の担当者までご連絡ください。お客様の希望

を尊重して調整を行います。  

ただし、お客様から特定の担当者の指名はできないこと、当事業所の人員

配置などにより希望に添えない場合もありますことをあらかじめご了承 く

ださい。  

 

５  事業者の責務について  

(1) 居宅サービスの提供内容の記録  

お客様に提供したサービス提供の記録は、お客様との契約終了の日か

ら５年間保管します。記録については、お客様とその家族に限り、閲覧

および写しの交付が可能です。なお、写しを希望される場合は実費をい

ただきます。  

(2) 秘密保持と個人情報（プライバシー）の保護  

当事業所および従業員がサービスを提供する際に、お客様やその家族

に関して知り得た情報については、契約期間中はもとより契約終了後も
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正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、円滑かつ一体的なサー

ビス提供のために、サービス担当者会議等で、お客様を担当する介護支

援専門員等の求めに応じてお客様やその家族の情報を使用する必要が

ありますのでご了解ください。この場合、あらかじめお客様やその家族

に説明し同意を得たうえで使用します。その際、同意書に署名をいただ

きます。なお、同意書に署名をいただけない場合、サービス調整ができ

ず一体的なサービスが行えない場合があります。  

(3) 反社会的勢力  

  当事業所は、いかなるときであっても暴力団等の支配は受けません。 

(4) 賠償責任および損害保険への加入  

①  当事業所の責任において、お客様の生命・身体・財産などを傷つけ

た場合は、事業所はお客様にその損害を賠償します。  

②  当事業所は日本興亜損害保険株式会社の「社協の保険」に加入して

います。内容詳細についてお知りになりたい場合は、当事業所管理者

までご連絡ください。加入内容等を説明します。  

 

６  緊急時の対応について  

サービス提供中にお客様に緊急の事態が発生した場合、お客様の主治医ま

たは、医療機関に適切に連絡するとともに、必要な対応を行います。また、

事故等により財産の破損等の際は、速やかにお客様およびあらかじめ指定す

る連絡先にも連絡します。  

 

７  業務継続計画の策定について  

当事業所は、感染症や自然災害の発生時において、ご利用者に対する指定

訪問介護事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の

業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じます。  

 また、訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施します。  

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行います。  

 

８  感染症の予防及びまん延の防止のための措置について  

 当事業所は、感染症が発生した際の予防、またはまん延防止のために、

次の各号に掲げる措置を講じます。  

①  当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検
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討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する）をおおむね 6 月に 1 回以上開催します。その結果を、訪問介護

員に周知徹底します。  

②  当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整

備します。  

③  訪問介護員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び

訓練を定期的に実施します。  

 

９  虐待の防止のための措置について  

 当事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲

げる措置を講じます。  

①  当事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする）を定期的に開催する

とともに、その結果について、訪問介護員に周知徹底を図ります。  

②  当事業所における虐待防止のための指針を整備します。  

③  訪問介護員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。  

④  虐待防止の措置を講じるための担当者を配置します。  

 

１０  身体拘束等の適正化について  

 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急をやむ得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を

行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録します。  

 

１１  サービス利用に関する留意事項について  

 サービス利用に関する留意事項については、重要事項説明書（別紙）をご

参照ください。  

 

１２  重要事項の変更について  

 重要事項説明書に記載した内容に変更が生じる場合、お客様に書面にて説

明します。  

 

  


